
令和８年４月９日   

 

 

 

指定旧供給地点小売供給約款以外の 

供給条件の認可について 

 
 

中部経済産業局長から、イワタニ三重株式会社（法人番号 7190001000131）、

サーラＥ＆Ｌ名古屋株式会社（法人番号 4180301032753）、株式会社マルエイ

（法人番号 3200001004885）、朝日ガスエナジー株式会社（法人番号 

4190001014200）、上野ガス株式会社（法人番号 4190001008367）による指定旧

供給地点小売供給約款以外の供給条件の認可申請に関する、電気事業法等の一

部を改正する等の法律附則第２８条第４項の規定によりなおその効力を有する

ものとして読み替えて適用される改正前のガス事業法第４７条の６の規定に基

づき行われた委員会への意見聴取について、当委員会として検討を行った結

果、当該認可申請について、認可をすべきと考えられるため、別紙のとおり中

部経済産業局長に意見を回答いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                               ＜別紙＞ 

 

20260407 中部第 9 号   

令 和 ８ 年 ４ 月 ７ 日 

 

 

中部経済産業局長 殿 

 

 

 

電力・ガス取引監視等委員会委員長 

 

 

 

指定旧供給地点小売供給約款以外の供給条件の認可について（回答） 

 

 

 令和８年４月７日付け 20260330 中部第 17 号により貴職から当委員会に意見

を求められた指定旧供給地点小売供給約款以外の供給条件の認可については、

認可することに異存ありません。 

 

 


	【HP掲載表紙】（指定旧供給地点_三重県イワタニ三重外4件）
	１．【回答案】（指定旧供給地点特例：三重県）

